
 
令和４年度 消防局重点事業方針 

 令和４年度の消防局重点事業方針を定めました。 

 この方針に基づき、市民の皆様の安全で安心な暮らしを支えるため、職員全員が一丸と

なって各種事業に全力で取り組みます。 

 

 

 

・「千葉県と千葉市の連携推進会議における協議の推進」 

・「地域消防防災の中核的役割を担う消防団体制の充実強化」 

・「人材育成と不祥事防止の推進」 

・「消防庁舎等の整備」、「消防車両等の整備」 

・「教育訓練内容の充実」など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「消防・救助体制の充実強化」 

 ・「応急手当普及啓発活動及び救急需要対策の推進」 

 ・「無線通信基盤等の再整備の推進」 

・「救助隊、水上隊、消防隊及び救急隊との連携訓練による航空消防活動の強化」など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「住宅防火対策の推進」、「火災調査体制の充実強化」 

 ・「消防法令違反の早期是正の推進」、「高度で専門的知識を有する査察要員の育成」 

・「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る権限の委譲に向け

た体制の整備」など 

 

 

 

 

 

 

 

運営方針１  質の高い消防行政サービスを提供するための消防組織体制の整備 

運営方針２ 市民の安全・安心を守る消防活動体制の充実強化 

運営方針３ 社会情勢等の変化に対応した火災予防対策等の推進 



 

 

 

■ちば消防共同指令センター 


